
ふかがわ地域資源活用会議規約 

 

（目的） 

第１条 この会議は、市内の事業者、農業者、各種団体・機関など業種を超えて広く

市民の参画を得て、地域資源を活用した事業の企画及び運営を行い、地域経済の活

性化と地域活力の向上に寄与することを目的とする。 

 

（名称） 

第２条 前条の会議は、ふかがわ地域資源活用会議（以下「活用会議」という。）と

称する。 

 

（事業） 

第３条 活用会議は、第１条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１）黒米及びそば粉の普及に関する事業 

（２）シードル及びガレットの普及に関する事業 

（３）新たな地域資源の掘り起こしとその活用に関する事業 

（４）その他第１条の目的を達成するために必要な事業 

 

（構成） 

第４条 活用会議は、深川市内の事業者、農業者、市民有志、経済団体、金融機関、

大学及び各種団体・機関をもって構成する。ただし、事業推進上必要と認めるとき

は、市外の有識者を加えることができる。 

 

（役員及び職務） 

第５条 活用会議に、次の役員を置く。 

（１）会長  １名 

（２）副会長 １名 

（３）監事  ２名 

２ 役員は、総会において構成員の互選により選任する。 

３ 会長は、活用会議を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

５ 監事は、活用会議の会計を監査し、その結果を総会に報告する。 

６ 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

７ 欠員または増員により選出された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任

者または現任者の残任期間とする。 

 

（オブザーバー） 

第６条 活用会議は、第３条に規定する事業に関し、必要に応じて意見を求めるため、



オブザーバーを置くことができる。 

２ オブザーバーは、会長が会議に召集し、発言を求めることができる。 

 

（会議） 

第７条 会議は、総会及び活用会議とする。 

 

（総会） 

第８条 総会は、会長が招集し、年１回開催するほか、その他必要に応じて開催する。 

２ 総会は、構成員の過半数の出席により成立するものとし、出席者の過半数の議決

により決するものとする。 

３ 前項の議決において、可否同数の場合は、議長の決するところによる。 

４ 総会は、会長が議長を務めるものとし、会長不在の場合には副会長が議長を務め

るものとする。 

５ 総会は、次の事項を審議する。 

（１）事業計画及び予算の承認 

（２）事業結果及び決算の承認 

（３）規約の改正 

（４）役員の選出 

（５）その他活用会議運営に関する重要な事項で会長が必要と認めるもの 

 

（活用会議） 

第９条 活用会議は、全構成員をもって構成する。 

２ 活用会議は、会長が議長を務めるものとし、会長不在の場合には副会長が議長を

務めるものとする。 

３ 活用会議は、次に掲げる事項を審議する。 

（１）第３条に掲げる事業の執行に関すること 

（２）その他活用会議運営に関すること 

４ 活用会議には、必要に応じて検討部会を置くことができる。 

 

（会計） 

第 10 条 活用会議の事業費は、補助金、交付金、負担金及びその他の収入をもって

充てる。 

２ 活用会議の会計年度は、毎年４月１日に始まり３月３１日に終了する。 

 

（事務局） 

第 11 条 活用会議の事務を処理するため、事務局を深川市経済・地域振興部地域振

興課内に置く。 

２ 事務局には次の職員を置く。 



（１）事務局長   １人 

（２）事務局次長  １人 

（３）書記    若干名 

 

（補則） 

第 12 条 この規約に定めるもののほか、活用会議の運営に関し必要な事項は、会長

が総会に諮って定める。 

 

附 則 

１ この規約は、平成２２年４月１５日から施行する。 

 

 


